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告　　　　　示

○廃棄物が地下にある土地の区域の指定…………（循環社会推進課）１
　　　公　　　告
○県営土地改良事業に係る換地処分（２件）……（農村整備課）２
　　　選挙管理委員会告示
○不在者投票のできる施設の指定……………………………………２

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　頁
　　　告　　　示
○救急病院の認定（４件）…………………………（医療政策課）１
○救急病院の辞退……………………………………（　　〃　　）１

宮崎県告示第52号
　次の医療機関を、救急病院等を定める省令（昭和39年厚生省令第
８号）第１条第１項に規定する救急病院と認定した。
　　令和８年１月22日
　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　河　野　俊　嗣
１　名称及び所在地

名　　　　　称 所　　　　在　　　　地

社会医療法人隆徳会　
鶴田病院 西都市御舟町１丁目78番地

２　救急病院の認定の有効期間
　　令和８年１月１日から令和10年12月31日まで
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
宮崎県告示第53号
　次の医療機関を、救急病院等を定める省令（昭和39年厚生省令第
８号）第１条第１項に規定する救急病院と認定した。
　　令和８年１月22日
　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　河　野　俊　嗣
１　名称及び所在地

名　　　　　称 所　　　　在　　　　地

医療法人社団牧会小牧
病院 都城市立野町５－５－１

２　救急病院の認定の有効期間
　　令和８年１月16日から令和11年１月15日まで
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
宮崎県告示第54号
　次の医療機関を、救急病院等を定める省令（昭和39年厚生省令第
８号）第１条第１項に規定する救急病院と認定した。
　　令和８年１月22日
　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　河　野　俊　嗣
１　名称及び所在地

名　　　　　称 所　　　　在　　　　地

国民健康保険高原病院 西諸県郡高原町大字西麓 871番地

２　救急病院の認定の有効期間
　　令和８年２月１日から令和11年１月31日まで
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
宮崎県告示第55号
　次の医療機関を、救急病院等を定める省令（昭和39年厚生省令第
８号）第１条第１項に規定する救急病院と認定した。
　　令和８年１月22日
　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　河　野　俊　嗣
１　名称及び所在地

名　　　　　称 所　　　　在　　　　地

医療法人伸和会延岡共
立病院 延岡市山月町５丁目5679－１

名　　　　　称 所　　　　在　　　　地

医療法人隆徳会　鶴田
病院 西都市御舟町１丁目78番地

２　救急病院の認定の有効期間
　　令和８年２月８日から令和11年２月７日まで
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
宮崎県告示第56号
　次の医療機関は、令和７年12月31日付けで、救急病院等を定める
省令（昭和39年厚生省令第８号）第１条第１項に規定する救急病院
を辞退した。
　　令和８年１月22日
　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　河　野　俊　嗣　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
宮崎県告示第57号
　廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45年法律第 137号）第
15条の17第１項の規定により、廃棄物が地下にある土地の区域を次
のとおり指定区域として指定する。
　　令和８年１月22日
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─ 2 ─

　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　河　野　俊　嗣　

指定区域 埋立地の区分

都城市高城町四家字蓑野1852
番43、1860番１、1859番３、
1859番４、1858番１、1858番
、1856番２、1852番18、1859
番６

廃棄物の処理及び清掃に関する
法律施行令第13条の２第１号

公　　　　　告

　土地改良法（昭和24年法律第 195号）第89条の２第９項の規定に
より、大和地区大和池下換地区県営土地改良事業（新富町、県営経
営体育成基盤整備事業）に係る換地処分をした。
　　令和８年１月22日
　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　河　野　俊　嗣
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　土地改良法（昭和24年法律第 195号）第89条の２第９項の規定に
より、大和地区芝原・宮ヶ平南換地区県営土地改良事業（新富町、
県営経営体育成基盤整備事業）に係る換地処分をした。
　　令和８年１月22日
　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　河　野　俊　嗣

選挙管理委員会告示

宮崎県選挙管理委員会告示第３号
　公職選挙法施行令（昭和25年政令第89号）第55条第２項及び第４
項第２号の規定により、不在者投票のできる施設として次のとおり
指定した。
　　令和８年１月22日
　　　　　　　　宮崎県選挙管理委員会委員長　成　合　　　修

名　　　称 所　　在　　地 指定年月日

社会福祉法人望洋会
　障害者支援施設　
あゆみの里

宮崎県児湯郡新富町
大字上富田4726−１

令和８年１月17日
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